
（
平
成
17
年
度
〜
平
成
19
年
度
） 

　
松
前
町
で
は
、
住
民
の
代
表
な
ど
で
組
織
す
る
「
松
前
町
改
革
会
議
」
の
意
見
を
取
り
入

れ
た
第
５
次
行
政
改
革
大
綱
を
策
定
し
ま
し
た
。 

　
こ
の
大
綱
を
も
と
に
平
成
１９
年
度
ま
で
を
推
進
期
間
と
し
て
、行
政
改
革
に
取
り
組
み
ま
す
。 

１
　
大
綱
策
定
の
趣
旨 

 

　
松
前
町
は
単
独
で
、
福
祉
、
教
育
、
安

全
、
活
力
を
基
本
と
し
た
「
ラ
イ
フ
タ
ウ

ン
」
を
め
ざ
し
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

財
政
的
に
も
体
制
的
に
も
自
立
で
き
る
力

を
つ
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

　
し
か
し
、
国
の
行
財
政
改
革
、
少
子
高

齢
化
の
急
速
な
進
展
な
ど
に
よ
り
今
後
ま

す
ま
す
厳
し
い
財
政
状
況
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
地
方
分
権
の
進
展
に
伴
う
新

た
な
行
政
課
題
に
も
適
切
に
対
応
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。 

　
そ
の
た
め
、
更
に
行
政
改
革
を
進
め
、

財
政
的
に
も
体
制
的
に
も
真
に
自
立
し
た

松
前
町
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 
 

２
　
３
つ
の
基
本
方
針
と
ま
ち
づ
く

り
・
行
政
改
革
の
基
本
理
念 

 

○
　
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針 

　
①
　
み
え
る
行
政 

　
②
　
わ
か
る
行
政 

　
③
　
ク
リ
ー
ン
な
行
政 

○
　
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念 

　
「
福
祉
」
、「
教
育
」
、「
安
全
」
、「
活
力
」 

○
　
行
政
改
革
の
基
本
理
念 

「
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
と
健
全
な

財
政
運
営
」 

 

３
　
改
革
の
基
本
方
針 

 

　
松
前
町
の
現
状
と
課
題
を
踏
ま
え
、
改

革
の
す
べ
て
に
共
通
す
る
「
改
革
の
基
本

方
針
」
を
次
の
と
お
り
定
め
ま
す
。 

（１）
　
住
民
の
理
解
と
民
間
資
源
の
活
用
を

基
本
に
改
革
す
る
。 

（２）
　
聖
域
な
く
改
革
す
る
。 

（３）
　
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
改
革
す
る
。 

（４）
　
公
正
の
確
保
を
基
本
に
改
革
す
る
。 

（５）
　
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ

る
よ
う
に
改
革
す
る
。 

 

４
　
個
別
の
見
直
し
基
準 

 
　「
改
革
の
基
本
方
針
」を
踏
ま
え
、
事
務

事
業
を
見
直
す
た
め
の「
個
別
の
見
直
し
基

準
」を
次
の
よ
う
に
定
め
ま
す
。 

（１）
　
松
前
町
補
助
金
等
交
付
基
準 

　
補
助
金
は
、
透
明
性
・
公
平
性
を
確
保

し
、
客
観
的
に
判
断
で
き
る「
松
前
町
補
助

金
等
交
付
基
準
」に
基
づ
き
す
べ
て
の
補
助

金
を
見
直
し
ま
す
。 

（２）
　
松
前
町
負
担
金
等
支
出（
見
直
し
）の

考
え
方 

　
負
担
金
は
、
共
同
で
事
務
処
理
を
す
る

の
に
要
し
た
経
費
を
負
担
す
る
も
の
で
あ

り
、
松
前
町
の
考
え
で
減
額
・
廃
止
す
る

こ
と
は
困
難
な
場
合
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、

「
松
前
町
負
担
金
等
支
出（
見
直
し
）の
考
え

方
」に
基
づ
き
す
べ
て
の
負
担
金
を
見
直
し

ま
す
。 

（３）
　
使
用
料
の
改
定
に
つ
い
て 

　
施
設
ご
と
に
異
な
っ
て
い
た
減
免
規
定

に
つ
い
て
統
一
的
な
基
準
に
基
づ
き
見
直

し
ま
す
。 

 

 

 

2


